
中
国
吉
林
省
の
省
都
、
長
春
は
旧
満
州

国
の
首
都
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
清
朝
の
ラ

ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
の
傀
儡
皇
帝
、
愛
親
覚

羅
溥
儀
の
宮
殿
が
あ
る
。
１
９
３
４
年
、

溥
儀
は
満
州
国
の
皇
帝
と
し
て
即
位
し
、

載
冠
式
の
部
屋
も
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て

い
る
。
い
ま
は

省
博
物
館

と
し
て
公

開
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
見
学
中
に
本

当
の
狙
い
は

戦
争
博
物
館

で
は
な
い

か
と
思
え
て
き
た
。
日
本
軍
が
い
か
に
無

謀
な
侵
略
だ
っ
た
か
を
告
発
す
る
写
真
や

用
具
が
び
っ
し
り
並
ん
で
い
る
。
中
国
住

民
の
首
を
軍
刀
で
刺
し
殺
し
、
そ
れ
を
得

意
気
に
ぶ
ら
下
げ
る
日
本
兵
士
。
目
隠
し

さ
れ
た
中
国
人
が
同
胞
を
埋
め
る
た
め
の

穴
を
掘
ら
さ
れ
て
い
る
写
真
や
用
具
の

数
々

と
て
も
正
視
に
た
え
な
い
。
展
示

物
に
向
か
っ
て
思
わ
ず
合
掌
し
、
改
め
て

戦
争
の
歴
史
認
識
の
大
切
さ

を
実
感

し
た
。
日
本
は
大
陸
で
武
力
を
背
景
に
資

源
の
収
奪
を
は
か
っ
て
き
た
の
は
紛
れ
も

な
い
事
実
で
あ
る

第
２
次
大
戦
か
ら
と

う
に

年
が
過
ぎ
、
そ
の
間
に
日
本
は
好

景
気
を
バ
ッ
ク
に
自
由
を
謳
歌
し
て
き
た
。

歴
史
を
学
ぶ
こ
と
は
過
去
の
過
ち
を
知
り
、

そ
れ
を
繰
り
返
さ
な
い
認
識
を
学
ぶ
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
夏
の
旅
先
で
得
た
教
訓
は

大
き
か
っ
た
。

（
広
報
課
・
石
）
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とどけなくっちゃ

学生の皆さんは、各学部事務室の前に置いて

ある とどけなくっちゃ という題名のパンフ

レットを見たことがあるだろうか。この題名は

知らなくとも、 年金制度が変わりました と

書かれたポスタ の横を、男女学生が慌てて駆

け出しているパンフレットといえば、気がつく

かもしれない。

これは、厚生労働省作成のもので、国民年金

の 学生納付特例制度 を説明する目的で作ら

れたものである。国民年金は、老齢・障害・遺

族を理由とする給付であり、日本国内に住所を

有する 歳以上の者が加入し、月額 円の

保険料を納付する義務を負う。このため、 歳

以上の学生も保険料を負担するが、大学生は所

得がないことから、実際には親が保険料を支

払っており、これは、加入者が保険料を支払い、

年金を受給するという年金制度の本質に反する

ものであろう。従来は、親の所得による保険料

免除制度が採用されていたが、平成 年度から、

学生本人の申請があれば、保険料は就職したあ

とに支払えばよくなった。これが、 学生納付

特例制度 である。

ところで、国民年金への未加入者や保険料未

納者は、全体の と、１割を超えている。

とりわけ、大都市圏の 代の若者は３人にひと

りは保険料を支払っていない。この若者たちは、

障害となっても、最高月額 円の障害基礎

年金が支給されないし、また、将来の老齢年金

受給年齢に達する 年後には、数百万人の無年

金高齢者が登場することが予測されている。若

い時代に、少ない所得から保険料を支払ってき

た者もあるのに、保険料を納付せず、高齢になっ

て生活が困窮したから、国が何らかの所得保障

をすべきであると主張した場合、このような主

張を認めるか否かは、大きな政治・社会問題と

なることは必至であろう。学生の皆さんは、ど

う考えるだろうか。

広報委員 山田 省三（法学部教授）


